
田布施町人事行政の運営の状況  

 

　田布施町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例に基づき、職員の任用、給与、服務や勤務

条件など人事行政の運営状況についてお知らせいたします。 

 

１　職員の任免及び職員数に関する状況 

(1)　部門別職員数の状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（各年4月1日現在） 

 

(2)　職員の採用・退職の状況 

　①　職員採用の状況 

　　　令和6年度は、1名採用しました。 

 

　②　職員の退職の状況 

 

　③　再任用職員の在職状況（各年4月1日現在） 

　　 

 

 

 

 

 区　分 

部　門

職員数 対前年 
増減数

主な増減理由
 令和6年 令和7年

 

一 般 行 政 部 門 ・ 

特別行政部門（教育）

議 会 2 2

 総務企画 38 36 △2 育休△2

 税 務 12 12

 民 生 25 26 1 人員配置の調整＋1

 衛 生 8 8

 労 働 - -

 農林水産 9 9

 商 工 3 4 1 人員配置の調整＋1

 土 木 11 11

 教 育 17 17

 小 計 125 125

 

公営企業等会計部門

水 道 - 3 3

田布施・平生水道企業団の解散及び柳

井地域広域水道企業団の新設に伴う

出向解除

 下 水 道 5 4 △1 人員配置の調整△1

 国 保 等 13 12 △1 育休△1

 小 計 18 19 1

 合　　　　計 143 144 1

 （注）再任用フルタイム職員を含み、再任用短時間勤務職員を除きます。

 年　月　日 定年退職 勧奨退職 普通退職 分限退職 失職 死亡退職 任期満了 計

 R6.4.1 ～

R7.3.31
3 0 5 0 0 0 0 8

 フルタイム勤務 短時間勤務

 令和6年 5人（うち更新5人） なし

 令和7年 5人（うち更新3人） なし



(3)　 定員適正化の取り組み 

　 

　①　職員数の推移 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（各年4月1日現在） 

 

 

　②　定員適正化計画の策定 

　　　　効率的な組織機構の見直しや人材育成を図りながら、定員適正化計画を定め、長期的視点からの職

員数の適正化を図ります。 

 

２　職員の給与の状況 

 

(1)　人件費の状況（令和6年度普通会計決算額） 

 

(2)　職員給与費の状況（令和6年度普通会計決算額） 

 

 

(3)　職員の平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢の状況（令和7年4月1日現在） 

　　　 

 

(4)　職員の初任給の状況（令和7年4月1日現在）　　　　 

 

 

 年　度 3年度 4年度 5年度 6年度 7年度

 職員数 143 144 146 143 144

 
住民基本台帳人口

歳出額 
(Ａ)

実質収支
人件費 
(Ｂ)

人件費率 
（B／A）

（参考） 
令 和 5 年 度 人 件 費 率

 7.1.1現在 
14,033人

千円 
6,999,082

千円 
185,642

千円 
 1,243,869

％ 
17.8

％ 
16.5

 （注）人件費には、特別職に支給される給料、報酬などを含みます。

 
職員数 
(Ａ)

給　　　　　与　　　　　費 一人当たり 
給与費 
(Ｂ／Ａ)

 
給　料 職員手当 期末・勤勉手当

計 
(Ｂ)

 人 
125

千円 
458,330

千円 
58,855

千円 
188,487

千円 
705,672

千円 
5,645

 （注） 職員数は、6年4月1日現在の人数です。給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用

職員（短時間勤務））の給与費が含まれており、職員数には当該職員を含んでいません。

  
平均給料月額 平均給与月額

平均給与月額 

(国ベース)
平均年齢

 

一般行政職

田布施町 315,975円　 352,845円　 338,121円 41.3歳

 山口県 333,873円 405,293円 359,414円 42.9歳

 国 332,237円　 － 414,480円 41.9歳

 （注）１　一般行政職とは、税務職、技能労務職等を除いた職種です。 

　　　２　平均給与月額は、給料と職員手当（期末・勤勉手当を除く）をあわせたものです。

 
区　　分 田布施町 山口県 国

 
一般行政職

大学卒 　227,500円 　227,500円 220,000円 

 高校卒 　196,200円 　196,200円 188,000円 



(5)　一般行政職の級別職員数の状況（令和7年4月1日現在） 

 

 

(6)　ラスパイレス指数の状況（各年4月1日現在） 

 

(7)　職員手当の状況　　　　　　 
　①　期末手当・勤勉手当（令和6年度支給割合） 

 

 区　　分 1級 2級 3級 ４級 5級 6級 7級 合計

 

標 準 的 
な 職 務

主　事
主　任 
主　事

係 　 長 
主任主事 
主 査

課長補佐 
係　　長

主 　 幹 
課長補佐

課　長 
主 幹

課　長

 職 員 数 12人 11人 55人 9人 11人 10人 　1人 　109人

 構 成 比 11.0％ 10.1％ 50.5％ 8.3％ 10.1％ 9.2％ 　0.9％

 
参　

考

1 年前の 
構 成 比

10.0％ 11.8％ 50.0％ 10.0％ 8.2％ 9.1％ 　0.9％

 5 年前の 
構 成 比

11.4％ 19.0％ 34.3％ 16.2％ 5.7％ 12.4％ 　1.0％

 （注）１　田布施町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。 
　　　２　標準的な職務とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。 
　　　３　構成比の合計は端数処理の関係上100%にならない場合があります。

 区　　　分 元年度 6年度

 田 布 施 町 97.7 97.7

 山 口 県 町 平 均 97.4 96.6

 山口県市町平均 99.5 98.9

 （注）　ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を100とした場合の 

地方公務員の給与水準を示す指数です。 

 

　　　

 田布施町 国

 期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

  6月期 1.25月分 1.05月分  6月期 1.225月分 1.025月分

 12月期 1.25月分 1.05月分 12月期 1.275月分 1.075月分

 計 2.5月分 2.1月分 計 2.5月分 2.1月分

 職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

 役職加算　5～15％ 役 職 加 算 
管 理 職 加 算

5～20％ 
10～25％  

 １人当たり平均支給額 1,522千円



　②　退職手当（令和7年4月1日現在） 

 

　③　扶養手当（令和7年4月1日現在） 

 

　④　住居手当（令和7年4月1日現在） 

 

 田布施町 国

 （支給率） 自己都合 勧奨・定年

同左
 勤続20年 

勤続25年 

勤続35年 

最高限度額

19.6695月分 

28.0395月分 

39.7575月分 

47.709月分

24.586875月分 

33.270750月分 

47.709月分 

47.709月分

 その他の加算措置 

定年前早期退職特例措置 

（2％～20％加算）

その他の加算措置 

定年前早期退職特例措置 

（2％～45％加算）

 １人当たり平均支給額 

（6年度)
11,880千円

 田布施町 国

 配偶者 
子 
父母等

6,500円 
10,000円 
6,500円

配偶者 
子 
父母等

3,000円 
11,500円 
6,500円

 ※ 満16歳の年度初めから満22歳年度末までの
子１人につき5,000円を加算

※同左

 6年度支給実績 14,467千円

 支給職員1人当たり 
平均支給年額(6年度)

233,330円

 田布施町 国

 借家、借間 借家、借間

 ・家賃23,000円以下 家賃－12,000円 ・家賃27,000円以下 家賃－16,000円

 ・家賃23,000円超55,000円未満 ・家賃27,000円超61,000円未満

 （家賃－23,000円）÷2＋11,000円 （家賃－27,000円）÷2＋11,000円

 ・家賃55,000円以上 一律27,000円 ・家賃61,000円以上 一律28,000円

 単身赴任に係る配偶者等の居住する借家、借間
※同左

 ・上記により算出される額の1/2に相当する額
 6年度支給実績 7,958千円

 支給職員1人当たり 
平均支給年額(6年度)

284,213円



　⑤　通勤手当（令和7年4月1日現在） 

 

　⑥　管理職手当（令和7年4月1日現在） 

　⑦　管理職員特別勤務手当（令和7年4月1日現在） 

　   

 

　⑧　単身赴任手当（令和7年4月1日現在） 

　　（注）6年度支給実績はありません。 

 

 田布施町 国

 ●交通機関利用

 　運賃相当額（最高月額55,000円） 　運賃相当額（最高月額150,000円）

 ●交通用具利用

 　距離により 2㎞～ 4㎞ 2,500円 　距離により 2㎞～ 5㎞ 2,000円

 4㎞～ 6㎞ 4,000円 5㎞～10㎞ 4,200円

 6㎞～ 8㎞ 5,500円 10㎞～15㎞ 7,100円

 8㎞～10㎞ 7,000円 15㎞～20㎞ 10,000円

 10㎞～12㎞ 8,500円 20㎞～25㎞ 12,900円

 ～ ～

 20㎞以上 16,000円 60㎞以上 31,600円

 6年度支給実績 8,820千円

 支給職員1人当たり 

平均支給年額(6年度)
89,089円

 田布施町 国

 課長　　　　　　7級　　　月額　44,000円
職員の属する級及び職区分に応じ 

46,300円～139,300円
 　　　　　　　　6級　　　　　　41,000円
 主幹・技幹　　　6級　　　　　　33,000円
 　　　　　　　　5級　　　　　　32,000円
 6年度支給実績 6,468千円

 支給職員1人当たり 
平均支給年額(6年度)

462,000円

 　　　

 田布施町 国

 週休日等に勤務した場合、勤務1回につき 週休日等に勤務した場合、勤務1回につき

 2～6時間 6,000円 6,000～18,000円

 6時間超 8,000円 （6時間超は上記に150/100を乗じる）

 
週休日等以外の午前0時～5時までの勤務1回につき

週休日等以外の午後10時～翌日午前5時まで

の勤務

 2時間以上の勤務 3,000円 1回につき 3,000～9,000円

 6年度支給実績    30千円

 支給職員1人当たり 
平均支給年額(6年度)

10,000円

 田布施町 国

 
異動によりやむを得ず単身で生活することとな

った職員に月額30,000円

異動又は官署の移転又は採用によりやむを得ず

単身で生活することとなった職員に基礎額

30,000円（距離に応じて最高70,000円を加算）



　⑨　特殊勤務手当の状況 

　　ア　令和6年度実績 

 

　　イ　手当の種類（令和7年4月1日現在） 

　⑩　時間外勤務手当の状況 

 

 

 

 

(8)　特別職の報酬等の状況（令和7年4月1日現在） 

 区　　　　分 全　職　種

 支給実績 　　49千円

 職員全体に占める手当支給職員の割合 　　 7 ％

 支給職員１人当たり平均支給年額 　　4,830円

 手当の種類 　　6

 
手当の種類 支給される職員の範囲

支給額

 区分 金額

 
税務外勤手当

滞納処分、差押執行事務従事職員、特命調査
事務従事職員

日額 300円　

 

防疫手当

感染症患者接触職員 日額 300円　

 消毒作業従事職員 日額 300円　

 
口蹄疫、鳥インフルエンザによる家畜のと殺、
焼却若しくは埋却又は畜舎等の消毒作業従事
職員

日額

400円 
（著しく危険であ  
ると町長が認め
た場合800円）

 
救護手当

行旅病人取扱作業従事職員 日額 300円　

 精神障害者、めいてい者取扱作業従事職員 日額 300円　

 死体取扱手当 死体の収容処理作業従事職員 日額 2,000円　

 
野犬等捕獲死体処理手当

野犬、猪等の捕獲及び死体の処理作業従事職
員

日額 300円　

 下水道管理手当 下水道管の管理作業従事職員 日額 300円　

  

 支給実績（6年度） 　　　25,561千円　

 職員１人当たり平均支給年額（6年度決算） 204千円　

 支給実績（5年度） 22,094千円　

 職員１人当たり平均支給年額（5年度決算） 178千円　

 （注）　休日勤務手当を含みます。

 区　　分 給料月額等 区　　分 6年度支給割合

 

給　料

町　長 

副町長 

教育長

706,000円 

577,000円 

527,000円

期末手当

町　長 

副町長 

教育長

 6月期 

12月期 

計

1.70月分 

1.70月分 

3.40月分



３　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

 

(1)　一般職員の勤務時間（令和7年4月1日現在） 

 

(2)　休暇制度 

　①　年次有給休暇（令和6年） 

 

② 特別休暇等（令和7年4月1日現在） 

 

報　酬

議　長 

副議長 

議　員

278,000円 

224,000円 

205,000円

議　長 

副議長 

議　員

 6月期 

12月期 

計

1.70月分 

1.70月分 

3.40月分

 

 1 週間の 
勤務時間

開始時刻 終了時刻 休憩時間

 38時間45分 8：30 17：15 12：00～13：00

 付与日数 平均取得日数

 1年につき20日間
14.4日

 (4月採用職員は15日)

 （注）　年次有給休暇の残日数は、20日を限度として、翌年に繰

り越すことができます。

 区　分 事　　　　　　　由 期　　　　　　　間

 
病気休暇

公務上の負傷又は疾病 必要と認める日又は時間

 その他の負傷又は疾病 90日以内

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
特別休暇 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

選挙権その他公民としての権利の行使 必要と認められる期間

 証人等として裁判所等へ出頭 必要と認められる期間

 骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための登
録又は提供等

必要と認められる期間

 結婚 職員 7日

 

忌引

配偶者 7日

 父母 7日

 子 5日

 祖父母 3日

 孫 1日

 兄弟姉妹 3日

 おじ又はおば 1日

 父母の配偶者又は配偶者の父母 3日

 子の配偶者又は配偶者の子 1日

 祖父母の配偶者又は配偶者の祖
父母

1日

 兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の
兄弟姉妹

1日

 おじ又はおばの配偶者 1日

 不妊治療 5日以内

 妊産婦の健康診査 必要と認められる時間



 

(3)　介護休暇 

　　 介護休暇は、要介護者（配偶者、父母、子、配偶者の父母その他の者で負傷、疾病又は老齢により日常

生活を営むのに支障があるもの。以下同じ。）の介護をするため、勤務しないことが相当であると認めら

れる場合、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で取得できる無給休暇です。 

　　 令和6年度は、介護休暇の取得者はありませんでした。 

 

(4)　介護時間 

　　 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、連続する3年の期間内において1日の勤務時間の一 

部につき勤務しないことが相当であると認められる場合、1日につき2時間を超えない範囲内で取得で 

きる無給休暇です。 

　令和6年度は、介護時間の取得者はありませんでした。 

 

(5)　育児休業 

　　 職員が3歳未満の子を養育する場合、その子が3歳に達する日まで、育児のために休業することができ

ます。 

　　 また、小学校就学前の子を養育する場合、１日につき2時間以内又は1年につき10日相当の育児部分

休業や、育児短時間勤務を行うことができます。 

令和6年度は、育児休業の取得者は10名でした。育児部分休業の取得者は1名でした。 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
特別休暇

妊婦の通勤緩和 1日1時間以内

 職員の分べん 産前8週間から産後8週間

 保育時間（生後1年に達しない子） 必要と認められる時間

 職員の妻の出産 2日

 職員の妻の出産に伴う子の養育（産前8週
から産後1年の期間に限る）

5日以内

 中学校卒業年度末の職員の子の看護 5日以内（対象が2人以上の場合10日以内）

 
短期介護休暇

5日以内（要介護者が2人以上の場合10日
以内）

 生理休暇 2日以内

 
父母及び配偶者の祭日

年1回 
（慣例により必要と認める日に限る。）

 感染症予防及び感染症による隔離等 必要と認める日又は時間

 交通機関の事故等 必要と認める日又は時間

 災害による交通しゃ断 必要と認める日又は時間

 災害による住居の滅失又は損壊 7日以内

 ボランティア休暇 5日以内

 夏季休暇 5日間（7月～9月の間）



４　職員の分限及び懲戒処分の状況 

 

(1)　分限処分 

　　 分限処分とは、職員が次の①～④のいずれかに該当する場合に、降任又は免職をし、⑤又は⑥に該当す

る場合に、休職させることをいいます。 

 

①　勤務実績が良くない場合 

②　心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合 

③　①、②以外で、その職に必要な適格性を欠く場合 

④　職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合 

⑤　心身の故障のため、長期の休養を要する場合 

⑥　刑事事件に関し起訴された場合 

 

　　 令和6年度は、⑤による分限処分が3件（休職）ありました。 

 

(2)　懲戒処分 

　　 懲戒処分とは、職員が次の①～③のいずれかに該当する場合、戒告、減給、停職又は免職の処分をする

ことをいいます。 

 

　 ①　法令に違反した場合 

　 ②　職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合 

　 ③　全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合 

 

　 令和6年度は、懲戒処分はありませんでした。 

 

 



５　職員の服務の状況 

 

(1)　職務に専念する義務の免除 

　　 職員は、法律又は条例に特別の定めがある場合を除き、職務に専念しなくてはなりませんが、次の場合、

その義務が免除されます。 

　①　研修を受ける場合 

　②　厚生に関する計画の実施に参加する場合 

　③　町の事務又は事務運営上の必要に基づき、事務又は事業の全部又は一部を停止した場合（台風等によ

る事故発生の防止のための処置を含む。） 

　④　職務に関し、国又は他の地方公共団体若しくは消防団その他公益団体の職を兼ね、その職務を行う場

合 

　⑤　職務上の教養に資する講演会又は講習会に出席する場合 

　⑥　職務上必要な試験を受験する場合 

　⑦　地方公務員災害補償法第５１条第２項の規定により審査請求若しくは再審査請求をし、又は同法第６

０条第１項の規定により出頭をする場合 

　⑧　地方公務員法第４６条の規定により勤務条件に関する措置の要求をし、又は同法第４９条の２第1項

の規定により不利益処分に関する不服申立てをする場合 

　⑨　地方公務員法第５５条第１１項の規定により、当局に対して不満を表明し、又は意見を申し出る場合 

　⑩　その他特別の事由のある場合 

 

(2)　営利企業等への従事許可 

　　 職員は、営利企業等への従事が制限されていますが、次のすべてに該当し、かつ任命権者の許可を受け

た場合、営利企業等に従事することができます。 

　①　職務の遂行に支障を及ぼすおそれがないもの 

　②　その職員の職との間に特別の利害関係がないもの 

　③　公務員としての信用を傷つけるおそれがないもの 

　④　その他法の精神に反しないと認められるもの 

　　令和6年度における申請・許可はありませんでした。 

 

６　職員の退職管理の状況 

　　令和6年度退職者で、管理又は監督の地位（課長級）にあった職員のうち、営利企業等への再就職はあ

りませんでした。 

 

 

 

 

 

 

 



７　職員の研修及び人事評価の状況 

 

(1)　研修の状況 

　　 地方公務員としての職務遂行上の知識、技能等を習得させ、公務能率の向上と事務処理の適正化を図る

ため、令和6度中、次のとおり研修を行いました。 

 

 

(2)　人事評価制度の概要 

　人事評価は、的確な評価と指導・助言を行うことで、中長期的な人材育成や適切な人事管理を行い、組織

を活性化させ、住民サービスの向上を図ることを目的に行っています。 

　6年度は4月1日～3月31日を評価期間とし、再任用を含む全職員（会計年度任用職員は実施方法が異な

ります。）を対象に次の2つの方法で行いました。 

　①目標達成評価･･･職員が課の運営計画等をもとに重要課題等を踏まえた目標を設定し、目標の達成度に 

より業績を評価 

　②人材育成評価･･･標準的な職位及び標準職務遂行能力に応じた評価項目ごとの着眼点に基づき、職務遂行 

　　　　　　　　　 の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価 

 研　修　区　分 参加人員

 

職場内研修

職員人権研修（教職員と合同） 25

 職員人権研修 107

 新規採用職員研修 1

 

職場外研修
セミナーパーク

一般研修 13

 特別研修 22

 広島広域職員共同交流研修 職員共同交流研修事業 1

 合　　計 169



８　職員の福祉及び利益の保護の状況 

 

(1)　職員の福利厚生  

　　 地方公務員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、

出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済制度があります。本

町職員に対して適用される共済制度は、山口県市町村職員共済組合が制度を運用、実施しています。 

また、職員互助会的団体への元気回復事業等へ助成を行うなど職員の福利厚生を図っています。 

　①　短期給付事業 

　　　保険給付…療養の給付、出産費など 

　　　休業給付…傷病手当金、休業手当金、育児休業手当金など 

　　　災害給付…災害見舞金など 

　②　長期給付事業 

　　　退職給付…老齢厚生年金、退職共済年金（経過的職域加算額） 

　　　障害給付…障害厚生年金、障害共済年金（経過的職域加算額）、障害手当金 

　　　遺族給付…遺族厚生年金、遺族共済年金（経過的職域加算額） 

　③　福祉事業 

　　　保健事業、貯金事業、貸付事業等 

　④　宿泊事業 

　　　防長苑等の利用助成 

　 

 (2)　公務災害補償制度 

　　 公務災害の補償については、地方公務員災害補償法に基づいて行われます。 

　　 公務上の災害等に対する補償の迅速かつ公正な実施を確保するため、地方公務員災害補償基金が設置さ

れ、補償等を実施しています。 

　　 令和6年度の公務災害に該当する事例は3件でした。 

 

 (3)　職員の利益の保護 

　　 職員は、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、適当な措置がとられるよう要求することや、懲戒そ

の他意に反する不利益な処分を受けたときは、公平委員会に対して申し立てをすることができます。 

　　 公平委員会とは、地方公務員法第７条第３項の規定により、町による設置が義務付けられている機関で、

本町は、山口県市町公平委員会を他市町等と共同で設置し、次の事務を行っています。 

　①　職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査・判定し、必要な措置をとること 

　②　職員に対する不利益な処分についての不服申立てに対する裁決又は決定 

　③　その他、職員の苦情処理を行います。 

　　　 

　　　令和6年度の公平委員会に対する勤務条件に関する措置要求、不利益処分に関する不服申立は、あり

ませんでした。 


